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1 公共下水道整備に伴う住民の費用負担について 

1.1 受益者負担金・分担金 

道路や公園などの公共施設は不特定多数の方が利用できますが、下水道施設の場合

はその施設によって恩恵を受けられる住民は、下水道が整備された地域の方に限定され

ます。 

そのため、下水道施設建設の費用を町民の税金だけで賄うことは、下水道が利用でき

ない方も負担することになり、公平性の観点から望ましくありません。そこで、下水道を利

用できる方に建設事業費の一部を負担していただくという仕組みです。 

 

1.1.1 城里町下水道事業・農業集落排水事業の受益者負担金及び分担金の概要について 

城里町の汚水処理事業における受益者が納める負担分は、都市計画区域内において

は受益者負担金と呼ばれ、それ以外は受益者分担金と呼ばれます（以下、どちらも負担

金と記載します）。 

負担金は、流域地区のみ受益面積に応じて算出され、その他の地区は定額制となって

おります。 

 

 

 

 



 

 2

表 1-1 城里町受益者負担金（分担金）制度一覧 

区分 負担区 地区 大字 備　　　　　考

第１負担区

常
北
地
区

（
流
域
地
区

）

石塚、那珂西、上泉、
増井の一部、
上青山の一部、
下青山の一部、
増井１区の都市計画区域内

1平方メートル当たり 500円

面積に応じて算出
＜６６０㎡（約２００坪）の計算例＞
　・６６０×５００＝３３０，０００円

【報奨金制度】
5年分の負担金を最初の納期に一括で支払うと、約20%の報奨金

を支給。
【猶予基準】
①用途区域外においては、1筆で1,000平方メートルを超える面積

（最大で500,000円）。

②排水源のない宅地
※その他、係争地など特殊事業により該当する。

第２負担区
粟
阿波山

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

330,000円 定額制

第３負担区

上圷、下圷
下阿野沢、上阿野沢
御前山、高根
高根台

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

340,000円 定額制

上入野地区 上入野
受益者一世帯又は、
一事業所当たり

302,500円 定額制

常北青山地区

上青山、下青山
春園、小坂
勝見沢
石塚の一部

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

224,000円 定額制

古内地区
上古内
下古内

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

335,000円 定額制

北方高久地区
北方
高久

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

330,000円 定額制

孫根地区
孫根
錫高野の一部

受益者一世帯又は、
一事業所当たり

340,000円 定額制

負担金の額

公
共
下
水
道

桂
地
区

（
特
環
地
区

）

農
業
集
落
排
水

常
北
地
区

桂
地
区
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1.1.2 流域地区（第１負担区）の納付方法一括納付報奨金制度について 

流域地区の負担金は、分割納付と一括納付があります。分割納付方法は１年間に４期、

５年間で２０期払いとなります。また一括納付方法は、１年分ごとに一括払いが可能で、負

担金の納付率と下水道への接続率の向上を図る目的から、流域地区のみ一括納付報奨

金制度が採用されております。 

 

表 1-2 一括納付報奨金交付率表 

 １年分 ２年分 ３年分 ４年分 ５年分 

納期前に納付した納期数 ３ ７ １１ １５ １９ 

報奨金交付率（％） ４ ８ １２ １６ ２０ 

※解説：仮に５年分を納期前に一括納付すると、残りの１９期分について、２０％の報奨

金が受けられることになります。 

 

【５年分の一括納付により、報奨金を適用した納付例：宅地６６０㎡（約２００坪）】 

① 本来の負担金 

６６０㎡  ×  ５００円   ＝             

       ↓  

②分割納付の１期分の負担金 

３３０，０００円  ÷ ２０期 ＝  １６，５００円  

      ↓ ※５年間一括納付による報奨金を１９期分に適用 

④報奨金（割引）が適用となる負担金 

１６，５００円  × １９期  ＝ ３１３，５００円  

       ↓  

⑤１，０００㎡の猶予を適用した負担金②から差し引かれる報奨金 

３１３，５００円 × ２０％  ＝  ６２，７００円  

       ↓  

⑥実際に納める負担金 

３３０，０００円  － ６２，７００円  ＝             

３３０,０００円 

２６７,３００円 
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1.1.3 流域地区の徴収猶予制度について 

受益者負担金の徴収の実効性及び合理性の確保のために、徴収猶予制度を設けて

おります。流域地区における取扱事例の多い、受益者負担金の徴収猶予制度を次に示

します。 

※猶予とは、実行する日時を延ばすことです。 

 

1） 宅地の面積が１筆で、１，０００㎡以上を超える面積についての猶予 

【１，３２０㎡（約４００坪）の宅地の負担金を５年一括納付した場合の計算例】 

 １ 本来の負担金 

１，３２０㎡ × ５００円   ＝             

       ↓ １，０００㎡以上の猶予を適用すると 

②１，０００㎡の猶予を適用した負担金 

１，０００㎡ × ５００円   ＝ ５００，０００円  

       ↓  

③分割納付の１期分の負担金 

５００，０００円  ÷ ２０期 ＝  ２５，０００円  

       ↓ ※５年間一括納付による報奨金を１９期分に適用 

④報奨金（割引）が適用となる負担金 

２５，０００円  × １９期  ＝ ４７５，０００円  

       ↓  

⑤１，０００㎡の猶予を適用した負担金②から差し引かれる報奨金 

４７５，０００円 × ２０％  ＝  ９５，０００円  

       ↓  

⑥実際に納める負担金 

５００，０００円  － ９５，０００円   ＝             

⑦負担金の安くなった金額 

６６０，０００円  － ４０５，０００円  ＝ ２５５，０００円  

（注）１，０００㎡以上の宅地で猶予した場合で、新たに同じ敷地に別棟を新築する場合な

どは、猶予が解除されるため、別途負担金がかかる可能性があります。 

６６０,０００円 

４０５,０００円 
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2） 排水源のない宅地についての猶予 

宅地において、汚水を排出する施設がない場合は、負担金を猶予することができます。 

 

図 1-1 宅地において、汚水を排出する建物がない土地 

負担金を猶予できない土地 負担金を猶予できる土地

Ａ 住宅が建っている土地 Ｂ 物置や倉庫等のみが

建っている土地

Ｃ 更地（空き地）

※物置や倉庫のみが建っている宅地でも、建物内で水道を使用している場合は、負担金の

猶予の対象外とはなりませんのでご注意ください。 

 

1.1.4 流域地区の減免制度について 

負担金の減免は、負担金の一部又は全部を免除するもので、生活保護世帯や公共用

地など、適用される条件は限られております。 

 

1.1.5 近隣市町村との負担金の比較 

負担金は、下水道建設費の一部を受益者が負担する制度であるため、本来住宅が密

集している地区では、相対的に安くなり、郊外では高くなる性質があります。また、市町村

によって、定額制や面積割り、定額制と面積割りの併用など、様々な運用がされておりま

す。近隣市町村の宅地面積に応じて算出される負担金の単価の一例を示します。 

 

表 1-3 城里町と近隣市町村の負担金の比較（参考） 

（円／㎡）

城里町 笠間市 常陸大宮市 茨城町

500 550 560 570

水戸市（旧内原） 那珂市

550 500　～　790
 

※市町村ホームページより抜粋 

本町の流域地区の面積当たりの負担金単価は低く設定されております。 
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1.2 排水設備工事（下水道接続工事） 

町の条例により、供用開始されてから３年以内に排水設備を設置（下水道への接続）し

なければならないと定められております。また、工事は城里町指定工事店に住民が直接

依頼する必要があります。 

工事に伴う申請や届出等の手続きは工事店が代行して行います。 

 

図 1-2 下水道への接続イメージ図 

 

1.2.1 工事の種類 

1） 合併処理浄化槽からの転換 

水洗トイレ・洗面所・風呂・台所等の汚水を集めて処理しているため、浄化槽で使って

いる配管をそのまま使うことができますが、浄化槽の撤去が必要となります。 

2） 単独処理浄化槽からの転換 

水洗トイレの汚水のみ浄化槽で処理しているため、洗面所・風呂・台所等の汚水を集め

る配管を設置する必要があります。また、浄化槽の撤去が必要となります。 

3） 汲み取り式トイレからの転換 

汲み取り便器から水洗便器への交換と水洗化に伴う住宅の改修が必要となります。ま

た、トイレ・洗面所・風呂・台所等の汚水を集めるための配管を設置する必要がありま 

す。 

 

公共ますは公道から１ｍ以内

の私有地に設置します。 
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1.2.2 排水設備工事費用について 

宅地の地形や造成状況などは、工事費用に大きく影響します。 

＜工事費用に影響のある宅地の例＞  

                ：排水設備（管路） 

公共ますと住宅が離れている 幅が狭く、機械では施工できない。 

 

 

 

 

管路付近に庭石や樹木がある 浄化槽を撤去する必要がある 

 

 

 

 

 

このように宅地の条件によって、条件・工法が異なることから町では個別に工事費用をお伝

えすることができません。 

そのため、住民には複数の指定工事店に見積書を依頼し、金額や工法など、依頼者が納得

した業者を選定するよう説明しております。また、指定工事店は、見積りは無料で対応すること

となっております。 

 

 

 

 

公共ます 
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2 今後の汚水処理事業計画案 

2.1 今後の事業計画変更案 

本町の流域地区の未整備区域及び周辺の状況、及び今後の汚水処理事業として、下

水道区域と農集排区域の接続ルートの比較を含めた将来的な事業計画変更案を示しま

す。 

 

【今後の事業計画変更案】 

 図 2-1 現在の流域地区の未整備区域及び周辺の状況 

 図 2-2 今回の対象区域の全域を下水道整備した場合の計画案 
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図 2-1 現在の状況 
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図 2-2 今回の対象区域の全域を下水道整備した場合の計画案 

 

【ルート解説】 

御陣屋橋ルート：上入野地区までの接続は早期に完成する見込

みですが、増井地区と磯野地区を整備する場合

には、適切なルートではありません。 

小松橋ルート  ：全体区域の完了までに期間は要しますが、取

込み区域を最大限に広げられるルートです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご清聴ありがとうございました 

 

  

下水道マンホール蓋                             ホ ロ ル 

 

 


